




働く妊産婦・事業主・産婦人科医等の皆さまへ

母性健康管理指導事項連絡カード
を改正します！（令和３年７月１日適用）

令和３年３月31日付けで母性健康管理指導事項連絡カードの様式を改正し、７月１日から
適用します。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト
「女性にやさしい職場づくりナビ」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

母性健康管理措置には、次のような措置があります。

●妊娠中の通勤緩和 ●妊娠中の休憩に関する措置

●妊娠中または出産後の症状等に関する措置（作業の制限、勤務時間の短縮、休業等）

●また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置（※）として、妊娠中の女性労働

者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症へ

の感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、

主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置

を講じることを義務付ける措置があります。

（※適用期間は、令和２年５月７日から令和４年１月31日まで。）

※なお、妊娠中・出産後１年以内の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等を、主治医

等からの指導がなくても請求できます（労働基準法）。

事業主の皆さま
母健連絡カードに記載された主治医等の
指導に基づき、適切な措置を講じなけれ
ばなりません。

● 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後１年以内の女性労働者が保健指導・健康
診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を
守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられて
います。

女性労働者の母性健康管理のために

▶▶母性健康管理措置とは

●事業主が、上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に
的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、
男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定めら
れています。

▶▶母性健康管理指導事項連絡カード（母健連絡カード）とは

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisa
kunitsuite/bunya/koyou_roudou/k
oyoukintou/seisaku05/index.html
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働く妊産婦の皆さま
主治医等から指導があった場合、指導事
項を的確に伝えるため母健連絡カードを

書いてもらい、事業主に提出しましょう。

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html
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「母健連絡カード」の記入に当たって 

産婦人科医等の皆さまへ 

  「母健連絡カード」とは、事業主が、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置を

適切に講じるために、医師や助産師の指導事項の内容を事業主に的確に伝達するカード

です。男女雇用機会均等法に基づく指針において様式が定められており、医師等による

証明書となるものです。 

 「母健連絡カード」の新様式は、令和３年７月１日から適用されます。 

  こちらより、ダウンロードしてご活用ください。 

      https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000763976.pdf 

  記入に当たっては、次の事項にご留意ください。 

 

◆「医療機関等名、医師等氏名」欄 

  医療機関等名・医師等氏名を記入してください。 

 

◆「１．氏名 等」欄 

  妊産婦の情報として、氏名、妊娠週数、分娩予定日を記入してください。 

 

◆「２．指導事項 措置が必要となる症状等」欄 

  妊産婦の症状等のうち、事業主が標準措置等を講じる必要のある症状等を○で囲んで 

 ください。 

   

◆「２．指導事項 標準措置」欄  

  症状等に対応する必要な措置を記入する場合には、妊産婦から具体的な仕事内容等を 

 可能な限りお聴きいただき、「母健連絡カード」の裏面「（参考）症状等に対して考え 

られる措置の例」を参考にしてください。  

  「身体的負担の大きい作業」のうち、特定の作業について制限の必要がある場合には、 

 指導事項欄に○を付けた上で、具体的な作業を○で囲んでください。 

  なお、産科医師や助産師では女性労働者の職場における作業等の状況を詳細に把握す 

ることが難しい場合には、産業医や企業の担当者等と相談の上、適切な対応を取ること

が望ましいことから、具体的な作業は限定しなくても差し支えありません。 

  

◆「標準措置に関する具体的内容、標準措置以外の必要な措置等の特記事項」欄 

事業主が症状等に対応した「標準措置」とは異なる措置を講ずべきと判断した場合、

または、より具体的な指導を行う場合には、指導事項欄に○を付けた上で、この欄に記

入してください。 

   新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が必要な場合は、この欄に指導 

内容を記入してください。 

 （記入例）新型コロナウイルス感染症への感染のおそれが低い作業への転換または出勤

の制限（在宅勤務・休業）の措置を講じること。 

 

◆「３．上記２の措置が必要な期間」欄 

措置が必要な期間については、診断時点での医学的判断により、当面必要と思われる

期間を記入してください。 

期間の延長が必要な場合には、「母健連絡カード」を新たに発行してください。 

   

◆「４．その他の指導事項」欄  

  通勤緩和の措置や休憩に関する措置が医学的にも必要な場合に記入してください。 



母性健康管理指導事項連絡カード
年 月 日

事業主 殿
医療機関等名

医師等氏名

下記の１の者は、健康診査及び保健指導の結果、下記２～４の措置を講ずることが必要であると認めます。

記
１．氏名 等

氏名 妊娠週数 週 分娩予定日 年 月 日

措置が必要となる症状等

つわり、妊娠悪阻、貧血、めまい・立ちくらみ、

腹部緊満感、子宮収縮、腹痛、性器出血、

腰痛、痔、静脈瘤、浮腫、手や手首の痛み、

頻尿、排尿時痛、残尿感、全身倦怠感、動悸、

頭痛、血圧の上昇、蛋白尿、妊娠糖尿病、

赤ちゃん（胎児）が週数に比べ小さい、

多胎妊娠（ 胎）、産後体調が悪い、

妊娠中・産後の不安・不眠・落ち着かないなど、

合併症等（ ）

症状等（該当する症状等を○で囲んでください。） 指導事項（該当する指導事項欄に○を付けてください。）

２．指導事項

標準措置 指導事項

休
業

入院加療

自宅療養

勤務時間の短縮

作
業
の
制
限

身体的負担の大きい作業（注）

長時間の立作業

同一姿勢を強制される作業

腰に負担のかかる作業

寒い場所での作業

長時間作業場を離れること
のできない作業

ストレス・緊張を多く感じる作業

指導事項を守るための措置申請書
年 月 日

上記のとおり、医師等の指導事項に基づく措置を申請します。
所属

氏名
事業主 殿

３．上記２の措置が必要な期間
（当面の予定期間に〇を付けてください。）

この様式の「母性健康管理指導事項連絡カード」の欄には医師等が、また、「指導事項を守るための措置申請書」の欄には女性労働者が記入してください。

標準措置に関する具体的内容、標準措置以外の必要な措置等の特記事項

４．その他の指導事項
（措置が必要である場合は○を付けてください。）

妊娠中の通勤緩和の措置
（在宅勤務を含む。）

妊娠中の休憩に関する措置

１週間（ 月 日～ 月 日）

２週間（ 月 日～ 月 日）

４週間（ 月 日～ 月 日）

その他（ 月 日～ 月 日）

おそ

ふしゅ

たん

りゅう

（注） 「身体的負担の大きい作業」のうち、特定の作業について制限の必
要がある場合には、指導事項欄に〇を付けた上で、具体的な作業を
○で囲んでください。

3

（表）



症状名等 措置の例

つわり、妊娠悪阻 休業（入院加療)、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間作業場を離れることので
きない作業)の制限、においがきつい・換気が悪い・高温多湿などのつわり症状を増悪させる環
境における作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

貧血、めまい・立ちく
らみ

勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（高所や不安定な足場での作業）の制限、ストレス・
緊張を多く感じる作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

腹部緊満感、子宮
収縮

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同
一姿勢を強制される作業、長時間作業場所を離れることのできない作業）の制限、通勤緩和、休
憩の配慮 など

腹痛 休業（入院加療）、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

性器出血 休業（入院加療）、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

腰痛 休業（自宅療養）、身体的に負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業、
腰に負担のかかる作業） の制限 など

痔 身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業)の制限、休憩の配慮
など

静脈瘤 勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業)の
制限、休憩の配慮 など

浮腫 勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業）の
制限、休憩の配慮 など

手や手首の痛み 身体的負担の大きい作業（同一姿勢を強制される作業）の制限、休憩の配慮 など

頻尿、排尿時痛、残
尿感

休業（入院加療・自宅療養）、身体的負担の大きい作業（寒い場所での作業、長時間作業場を離
れることのできない作業）の制限、休憩の配慮 など

全身倦怠感 休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、休憩の配慮、
疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

動悸 休業（入院加療・自宅療養）、身体的負担の大きい作業の制限、疾患名に応じた主治医等から
の具体的な措置 など

頭痛 休業（入院加療・自宅療養）、身体的負担の大きい作業の制限、疾患名に応じた主治医等から
の具体的な措置 など

血圧の上昇 休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

蛋白尿 休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限 など

妊娠糖尿病 休業（入院加療・自宅療養）、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置（インスリン治療中
等への配慮） など

赤ちゃん（胎児）が
週数に比べ小さい

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

多胎妊娠
（ 胎）

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

産後体調が悪い 休業（自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊張を多く感じ
る作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

妊娠中・産後の不
安・不眠・落ち着か
ないなど

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、ストレス・緊張を多く感じる作業の制限、通勤緩
和、休憩の配慮 など

合併症等
（自由記載）

疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置、もしくは上記の症状名等から参照できる措置
など

（参考）症状等に対して考えられる措置の例
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「母健連絡カード」の活用に当たって 

事業主の皆さまへ 

「母健連絡カード」とは、事業主が、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置

を適切に講じるために、医師や助産師の指導事項の内容を事業主に的確に伝達するカー

ドです。男女雇用機会均等法に基づく指針において様式が定められており、医師等によ

る証明書となるものです。 

  「母健連絡カード」の新様式は、令和３年７月１日から適用されます。 

    こちらより、ダウンロードしてご活用ください。 

       https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000763976.pdf 

 

   産婦人科医等が発行した「母健連絡カード」に基づき必要な措置を講じる場合には、 

次の事項にご留意ください。 

   具体的な措置については、産業医等産業保健スタッフにご相談ください。 

   産婦人科医等からの指導内容に基づきどのような措置を講じたらよいのかわからな

い場合は、妊産婦の方の了解を得て、主治医等と連絡を取り判断を求めるなど、適切な

対応を図ってください。 

 

◆「１．氏名 等」欄 

  妊娠週数、出産予定日から、今後必要な健康診査等の受診頻度、産前産後休業の時期を 

 推定することができます。 

   標準的な健康診査の回数は以下のとおりですが、健康診査の回数は人によって異なりま
す。例えば、基礎疾患のある方や不育症（※）の方、多胎妊娠(双子など)の方など健康診査 
の回数が多く必要な場合もあります。 

  標準的な健康診査の回数（出所「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」） 

    妊娠２３週まで          おおむね４週間に１回 

    妊娠２４週から３５週まで  おおむね２週間に１回 

    妊娠３６週から出産まで    おおむね１週間に１回 

 

  ※ 不育症とは、生殖年齢の男女が妊娠を希望し、妊娠は成立するが流産や死産を繰り 
   返して、生児

せいじ

が得られない（結果的に子どもを授かれない）状態をいいます。一般的 
   に、妊娠中の不育症患者に対しては、医師による妊婦健診の際の経過観察及び内服等に 
   よる治療や切迫流産の場合の休業等の診断が行われることが多いとされています。 

 

◆「２．指導事項 措置が必要となる症状等」欄 

  左欄の○の付いた症状等について、右欄の標準措置が必要となります。該当する標準措 

 置に基づき措置を講じてください。 

  「身体的負担の大きい作業」のうち、特定の作業について制限の必要がある場合には、 

 指導事項欄に○を付けた上で、具体的な作業を○で囲んでいる場合があります。 

   

◆「標準措置に関する具体的内容、標準措置以外の必要な措置等の特記事項」欄 

医師等が症状等に対応した「標準措置」とは異なる措置を実施すべきと判断した場合、ま
たは、より具体的な指導を行う場合には、この欄に記入されています。 

   新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が必要な場合は、この欄に指導内容 
が記入されています。 

  （記入例） 新型コロナウイルス感染症への感染のおそれが低い作業への転換または出勤の 
       制限（在宅勤務・休業）の措置を講じること。 

   

◆「３．上記２の措置が必要な期間」欄 

記入された期間が、措置が必要とされる期間です。産婦人科医等の指示により、措置を講 
じる必要のある期間が延長される可能性があります。延長される場合には、「母健連絡カー
ド」が新たに発行されます。 

   

◆「４．その他の指導事項」欄    

通勤緩和の措置や休憩に関する措置に○が付いていない場合でも、労働者からの申出等に
より適切な措置を実施するようにしてください。  



■ 男女雇用機会均等法で、母性健康管理措置を求めたことやこれを受けたことを理由とする解雇等不利
益取扱いは禁止されています。

■ 職場でのいわゆるマタニティハラスメントには、母性健康管理措置を求めたことやこれを受けたこと
等を理由とするものも含まれ、事業主にはこれを防止するための措置を講じることが義務付けられてい
ます。

カード差し替え

母健連絡カードは、厚生労働省ホームページや「女性にやさしい職場づくりナビ」からダウン
ロードできます。
また、ほとんどの母子健康手帳にも様式が記載されています。

母健連絡カードの活用方法

主治医等
（健康診査等を行う
医師、助産師）

人事労務担当者
管理者等

産業医
産業保健
スタッフ等

保健指導・健康診査
を受ける

❷

❶

❸
❹

母健連絡カードに
指導事項を記載する

❷

母健連絡
カードを提
出し、措置
を申し出る

❸

指導事項に
基づき、
必要な措置
を講じる

相談 助言

❹

企業
（事業主）

措置の具体的な内容は、産業医等の助
言に基づき、女性労働者と話し合って
定めることが望ましいものです。

妊娠中・出産後１年以内
の女性労働者

2

都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）

表

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京 都 075-241-3212 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-8940 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-277-8295 長 野 026-227-0125 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-225-2017 宮 崎 0985-38-8821

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-223-8239

埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380

千 葉 043-221-2307 三 重 059-226-2318 徳 島 088-652-2718

❹

❶

母性健康管理措置を講じてもらえない等のご相談は、以下へお願いします。



【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10
具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限：13,500円(申請の対象期間中（注）に緊急事態宣言の対象区域又はま

ん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域（原則都道府県単位）に事業所のある企業については15,000円))

注：事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間（申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働

者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間）

【申請期限】

※ 消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請期間内
に申請したとは認められませんので、ご留意ください。

厚生労働省・都道府県労働局

＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまと

めて申請をお願いします。

事業主・労働者の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症による

小学校休業等対応助成金を再開しました
令和３年８月１日から令和３年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として
行うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次
有給休暇を除く）を取得させた事業主は助成金の対象となります！

＊詳細は裏面をご参照ください

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用
できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

新型コロナ 休暇支援 検 索

事業主の皆さまへ

① 支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。

② 申請書の提出方法
本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）まで郵送でお願いします。

※必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください。（宅配便などは受付不可）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

労働者の皆さまへ

都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用して
もらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の
働きかけ等を行っています。特別相談窓口（休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請
含む）については、こちらをご参照ください。

⇒ 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」

別添３

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした
小学校など（保育所等を含みます）に通う子ども

② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

①令和３年８月１日～同年10月31日の休暇 令和３年12月27日（月）必着

②令和３年11月１日～同年12月31日の休暇 令和４年２月28日（月）必着

お問い合わせはコールセンターまで

『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』
（フリーダイヤル）0120-60-3999 受付時間：９：00～21：00 土日・祝日含む

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。

WYPUK
テキストボックス

WYPUK
テキストボックス
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④対象となる有給の休暇の範囲

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

・学校：授業日 ※日曜日や夏休みなどは対象外（夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象）

・その他の施設（放課後児童クラブなど）：本来施設が利用可能な日

「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備

されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、
同意を得ていただくことが必要です。

労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施す

べき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

令和３年９月30日作成

③対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母など）であって、子どもを現に監護する者が
対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園または小学校の課程に類する課程を
置くものに限る）、特別支援学校（全ての部）
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、
各種学校（高等学校までの課程に類する課程）なども含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、

子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

「臨時休業等」とは

「小学校等」とは

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。

※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある（※）子ども

ア) 新型コロナウイルスに感染した子ども
イ) 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
ウ) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する

リスクの高い基礎疾患などを有する子ども
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。



小学校休業等対応助成金とは
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者に対して

有給（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額(※)を支給する
制度です。※１日当たり13,500円（申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実

施すべき区域であった地域（原則都道府県単位）に事業所のある企業については15,000円）が支給上限。

● 制度の対象となる休暇の取得期間は令和３年８月１日～令和３年12月31日です（申請期限は下記）。

事業主・労働者の皆さまへ

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内

休業支援金・給付金の仕組みによる直接申請のご案内

● 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金の仕組みにより労働者（大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られま
す）が直接申請することが可能です。

● 労働者の方が利用を希望する場合、下記の都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相
談窓口』にご連絡ください。まずは、労働局から事業主に、小学校休業等対応助成金の活用の働きかけ
を行います。それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金
の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行います。

● 休業支援金・給付金の仕組みによる申請の詳細は、裏面をご参照ください。

①令和３年８月１日～同年10月31日の休暇 令和３年12月27日（月）必着

②令和３年11月１日～同年12月31日の休暇 令和４年２月28日（月）必着

■労働者の皆さまへ
【相談窓口のご案内】
都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』は、「企業にこの助成金を利用してもら
いたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ
等を行っています。 ⇨ ご相談は下記の特別相談窓口一覧まで

厚生労働省・都道府県労働局

小学校休業等対応助成金
についてのお問い合わせ

【コールセンター】 0120-60-3999（フリーダイヤル）
受付時間 ９:00～21:00 ※土日祝日含む

休業支援金・給付金
についてのお問い合わせ

【コールセンター】 0120-221-276（フリーダイヤル）
受付時間 月～金 8:30～20:00 / 土日祝8:30～17:15

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口（令和４年１月31日まで）
受付時間 8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-6867-0211 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924
青 森 017-734-6651 神奈川 045-211-7380 京 都 075-275-8087 愛 媛 089-935-5222
岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6949-6494 高 知 088-885-6041
宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0850 福 岡 092-411-4764
秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218
山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050
福 島 024-536-2777 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1701 熊 本 096-352-3865
茨 城 029-277-8295 長 野 026-223-0551 島 根 0852-20-7007 大 分 097-532-4025
栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-224-7639 宮 崎 0985-38-8821
群 馬 027-896-4739 静 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-223-8239
埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380
千 葉 043-306-1860 三 重 059-226-2110 徳 島 088-652-2718

WYPUK
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令和３年９月作成

A まずは、勤務先の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する
特別相談窓口」にご相談ください。

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

休業支援金・給付金の仕組みによる直接申請について

Q どのような場合に、休業支援金・給付金の仕組みによる直接申請の対象となりますか？

Q どこに申請すればよいですか？

A 以下を満たすことを前提に、休業支援金・給付金の支給要件を満たす場合に、対象となります。

① 労働者が労働局に小学校休業等対応助成金の相談を行い、労働局が事業主に助成金活用・有給の休暇
付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと

② 新型コロナウイルス感染症への対応としての小学校等の臨時休業等のために仕事を休み（※１、２）、
その休んだ日時について、賃金等が支払われていない（※３）こと

※１ 保育所等の利用を控える依頼への対応のためや、新型コロナウイルスに感染したおそれのある子
どもの世話をするために休んだ場合を含みます。

※２ 休むことを事業主に連絡しておらず、当該休みを事業主が事後的にも正当なものとして認めていな
い場合（いわゆる「無断欠勤」）は対象になりません。

※３ 年次有給休暇を取得した場合は賃金等が支払われているものと扱います。

③ 休業支援金・給付金の申請に当たって、当該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了
承すること。また、休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記入や当該労働者への証
明書類の提供について、事業主の協力が得られること。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

その他の支給要件等は厚生労働省ホームページにて確認ください。

新型コロナ 休暇支援 検 索

● 休業支援金・給付金には事業主負担はありません。
● 休業支援金・給付金の申請に当たり「休業させた」という取扱いをすることをもって事業主の労働
基準法第26条の休業手当の支払い義務について判断されるものではありません。

● 労働者が学校休業等のために休んだこと、その休みを事業主として認めたこと（いわゆる無断欠勤
ではないこと）自体には争いがない場合は、このことをもって、休業支援金・給付金の申請に当た
り「休業させた」とする取扱いとさせていただくことをお願いするものです。

⇨ 都道府県労働局から上記③のご協力を依頼した際には、このことをご理解いただき、労働者の方が
休業支援金・給付金を申請するに当たって事業主記載欄の記入などにご協力をお願いします。

●小学校休業等対応助成金について

●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

◎事業主の皆様へのお願い
＊連絡先は表面をご参照ください

休業支援金 検 索

小学校休業等対応助成金や休業支援金・給付金の申請に関する職場のトラブルについて ～労働者の皆様へ～

小学校休業等対応助成金や休業支援金・給付金の申請に関連して、解雇、雇止めなどの職場のトラブルなどがあ
れば、総合労働相談コーナーにご相談ください。
同コーナーは、全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、雇い止め、

配置転換、賃金の引き下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題について、
ワンストップで相談の受付等を行っています。



相談・支援

無料

専門家による

策定・届出等策定・届出等

一般事業主行動計画一般事業主行動計画

がが

のの

に！に！義務化義務化中小企業中小企業もも
101人以上101人以上のの

厚生労働省委託「2021年度 中小企業のための女性活躍推進事業」

【東日本事務局】TEL：0120ー982ー230（フリーダイヤル）平日9時～17時

【西日本事務局】TEL：0120ー975ー531（フリーダイヤル）平日9時～17時

E-Mail: info＠joseikatsuyaku.com
専用HP：https://joseikatsuyaku.com/

「女性活躍推進センター」

お問い合わせ先は お申込みは

委託運営：

QRコードからも
ご覧いただけます

LEC女性活躍推進センター 検索

「2021年度 中小企業のための女性活躍推進事業」は厚生労働省より委託を受け、株式会社東京リーガルマインドが運営しています。
＊お預かりした個人情報は本事業に係るご連絡にのみ使用します。無断で第三者に提供することはありません。

一般事業主行動計画の策定・届出はお済みですか？
いよいよ、2022年4月から、女性活躍推進法※改正に基づき、

300人以下の企業の皆様をアドバイザー（社会保険労務士、

中小企業診断士等）が無料で支援します。

貴社の女性活躍に関する課題を見つけ

一般事業主行動計画の策定等についてアドバイスします。

※【女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）とは】

急速な人口減少局面を迎え、将来の労働力不足が懸念される中、国民のニーズの多様化やグローバル化に対応するためにも、企業等における人材

の多様性（ダイバーシティ）を確保することが不可欠となっており、女性の活躍の推進が重要と考えられます。このような状況を踏まえ、女性の個性

と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、女性の活躍推進に関する責務等を定め、「女性活躍推進法」が2016年4月から施行されています。

女性活躍を推進するために、何から始めればよいのか、

どのように取り組めばよいのか、悩んでいませんか？

女性活躍推進法の詳細については、厚生労働省ホームページもぜひご覧ください。

　女性活躍推進法特集ページ　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

WYPUK
テキストボックス
１－４



お申込み、詳細はホームページ（https://joseikatsuyaku.com/）へ

対象企業

支援の流れ

具体的な支援内容

１． ヒアリングの実施（状況や課題を把握）

２． 課題の整理・目標設定

３． 具体的な行動計画を示し、目標に向けた取り組みへのアドバイス

４． 一般事業主行動計画の策定と都道府県労働局への届出

５． その他、情報公表の諸手続き、えるぼし認定・プラチナえるぼし認定取得に

　 係る内容や諸手続きについての支援

❶ 常時雇用する労働者３００人以下の企業

❷ 女性活躍推進について専門知識やノウハウが不足している企業

事業主行動計画を策定すると、こんなメリットが期待できます

女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定等が、

2022年4月1日から、常時雇用労働者101人以上300人以下の企業にも義務づけられます。

人手不足に悩む中小企業にとって、「一般事業主行動計画」の策定・実施により、

女性が働き続けやすい環境づくりや、女性の採用・定着の促進など、さまざまなメリットが期待できます。

是非、「女性活躍推進アドバイザーによる、相談、個別企業訪問支援」を活用し、

自社の取組を進めましょう！！

あなたの企業の女性活躍をしっかり支援します！

＊申込みの際にいただいた個人情報は、本事業にかかる連絡にのみ使用します。無断で第三者へ提供することはありません。

女性活躍推進アドバイザーによる、相談、個別企業訪問支援

　女性が活躍できる企業にしたい、えるぼし認定を取りたい、そのために何から始めたら良いのか、

具体的にどのように取り組めば良いのか悩んでいる経営者や人事労務担当者の皆様を支援します。

HPよりお申込み。アド

バイザーを選定し、貴

社に派遣します。

専任のアドバイザーがオンライン又は訪問

により、貴社を具体的に支援します（2回程

度）。電話やメールでの相談も承ります。

「一般事業主行動計画」

の策定完了まで責任を

持って支援します。

●❶ ●❷ ●❸

QRコードからも
ご覧いただけます

LEC女性活躍推進センター 検索
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男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度（出生時育児休業制度、P2参照）
の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。

事業主の皆さまへ（１～４は全企業が対象）

１ 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業と産後パパ育休（P2参照）の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の
いずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
令和４年４月１日から３段階で施行

２ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

（育児休業の場合）

(1) 引き続き雇用された期間が１年以上

(2) １歳６か月までの間に契約が満了
することが明らかでない

現 行

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い
（引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は

労使協定の締結により除外可）

※※育児休業給付についても同様に緩和

令和４年４月１日～

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和４年10月１日から対象。

【令和３年９月末時点版】
改正内容１～４に関する省令・告示の内容を追加しました。

1

● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等（相談窓口設置）

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する
以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

● 妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する
個別の周知・意向確認の措置

周 知 事 項

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

② 育児休業・産後パパ育休の申し出先

③ 育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき
社会保険料の取り扱い

個 別 周 知 ・
意向確認の方法

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

令和４年４月１日施行

就業規則等を見直しましょう

WYPUK
テキストボックス
１－５



３ 産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
４ 育児休業の分割取得

※１ 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で
定めている場合は、１か月前までとすることができます。

※２ 具体的な手続きの流れは以下①～④のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示（候補日等がない場合はその旨）
③労働者が同意
④事業主が通知

なお、就業可能日等には上限があります。
●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

例）所定労働時間が１日８時間、１週間の所定労働日が５日の労働者が、
休業２週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
⇒ 就業日数上限５日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は８時間未満

産後パパ育休（R4.10.1～）
育休とは別に取得可能

育休制度
（R4.10.1～）

育休制度
（現行）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能

原則子が１歳
（最長２歳）まで

原則子が１歳
（最長２歳）まで

申出期限 原則休業の２週間前まで※１ 原則１か月前まで 原則１か月前まで

分割取得 分割して２回取得可能
分割して
２回取得可能

原則分割不可

休業中の就業

労使協定を締結している場合
に限り、労働者が合意した範
囲※２で休業中に就業すること
が可能

原則就業不可 原則就業不可

１歳以降の
延長

育休開始日を
柔軟化

育休開始日は１歳、
１歳半の時点に
限定

１歳以降の
再取得

特別な事情があ
る場合に限り
再取得可能※３

再取得不可

2

令和４年10月１日施行

休業開始日 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 13日目 休業終了日

４時間
休 休 ８時間

６時間
休

休
休

６時間

休 休 ４時間 休

就業規則等を見直しましょう

産後パパ育休も育児休業給付（出生時育児休業給付金）の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大
10日（10日を超える場合は就業している時間数が80時間）以下である場合に、給付の対象となります。
注：上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。



出生後
８週

父

出産後８週間以内に育児休業取得
した場合の再取得（パパ休暇）

３回目の取得
はできない

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点が１歳または１歳６か月時点に
限定されるため、途中で交代できない

保育所に入所できない等の場合

現 行

3

育 休 育 休 育 休

育 休 育 休

産 休

育 休 育 休 育休

母

改正後の働き方・休み方のイメージ（例）

※３ １歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児
休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児
休業を取得できます。

産後パパ育休
→分割して2回取得可能

育児休業
→分割して２回取得可能

１歳以降の育児休業
→途中交代可能

出生後
８週

父

夫婦が育休を交代できる
回数が増える

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

令和４年10月１日～

育 休 育休 育休

育休 育休

産休

休 育 休

母 育 休

休

例１

出生後
８週

父

妻の職場復帰等の
タイミング

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

育休 育休

育休 育休産休

休 育 休

母

育 休休

例２

育 休

育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取
り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し
出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止さ
れます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

ハラスメントの典型例

・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ、
取得を諦めざるを得なかった。

・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべき。」
と言われ苦痛に感じた。

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止

＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等

＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等



令和３年９月作成

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定める
予定です。

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年１回公表すること
が義務付けられます。

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 埼 玉 048-600-6210 岐 阜 058-245-1550 鳥 取 0857-29-1709 佐 賀 0952-32-7218

青 森 017-734-4211 千 葉 043-221-2307 静 岡 054-252-5310 島 根 0852-31-1161 長 崎 095-801-0050

岩 手 019-604-3010 東 京 03-3512-1611 愛 知 052-857-0312 岡 山 086-225-2017 熊 本 096-352-3865

宮 城 022-299-8844 神奈川 045-211-7380 三 重 059-226-2318 広 島 082-221-9247 大 分 097-532-4025

秋 田 018-862-6684 新 潟 025-288-3511 滋 賀 077-523-1190 山 口 083-995-0390 宮 崎 0985-38-8821

山 形 023-624-8228 富 山 076-432-2740 京 都 075-241-3212 徳 島 088-652-2718 鹿児島 099-223-8239

福 島 024-536-4609 石 川 076-265-4429 大 阪 06-6941-8940 香 川 087-811-8924 沖 縄 098-868-4380

茨 城 029-277-8295 福 井 0776-22-3947 兵 庫 078-367-0820 愛 媛 089-935-5222

栃 木 028-633-2795 山 梨 055-225-2851 奈 良 0742-32-0210 高 知 088-885-6041

群 馬 027-896-4739 長 野 026-227-0125 和歌山 073-488-1170 福 岡 092-411-4894

育児・介護休業法に関するお問い合わせは

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ

4

５ 育児休業取得状況の公表の義務化

令和５年４月１日施行

さらに詳しく知るための情報・イベントなど

■男性の育児休業取得促進セミナーのご案内

イクメンプロジェクトでは、改正育児・介護休業法も踏まえて、男性の育児休業取得促進等に関するセミナー
を開催しています。

➀男性の育児休業取得促進セミナー
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/

■両立支援について専門家に相談したい方へ
【中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業】

制度整備や育休取得・復帰する社員のサポート、育児休業中の代替要員確保・業務代替等でお悩みの企業に、
社会保険労務士等の専門家が無料でアドバイスします。

②中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業
https://ikuji-kaigo.com/

■雇用環境整備、個別周知・意向確認の例

厚生労働省では以下の資料をご用意しています。社内用にアレンジする等してご活用いただけます。

③社内研修用資料、動画
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/

④個別周知・意向確認、事例紹介、制度・方針周知ポスター例
近日厚生労働省ホームページに掲載予定です。

➀

➁

③

受付時間 ８時３０分～１７時１５分（土日・祝日・年末年始を除く）



  

厚生労働省 委託事業 

＜中小事業主の皆様へ＞ 

令和３年度 職場におけるハラスメント対策総合支援事業 
（ハラスメント対策支援コンサルティング・企業内研修） 

のご案内 

2022 年 4 月 1 日より中小企業においても、パワハラ防止対策が義務付けられます。 

ハラスメント対策に取り組む中小企業を支援するため、 

専門家によるコンサルティング/企業内研修を実施します。 

   

詳細・お申込みは、特設 Web サイト(https://www.tokiorisk.co.jp/news/2021/2021harassment.html)まで。 

お問合せ 

職場におけるハラスメント対策総合支援事業事務局  

TEL：03-3217-5777（受付時間：平日 9:30～17:30）  

Email：harassment-taisaku@tokiorisk.co.jp 
東京海上ディーアール株式会社 製品安全・環境本部内 
〒100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１  

大手町ファーストスクエア ウエストタワー23F 

  

ハラスメントの
相談対応方法が

わからない

ハラスメント対策に
全く取り組めていない

取組方法が
分からない

社内教育が
できていない

そんな企業のお悩みの相談にのります！！
無料でご支援します！

https://www.mhlw.go.jp/ https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/ 

特別 Web サイト QR コード 

WYPUK
テキストボックス
１－６



 

 

ハラスメント対策支援コンサルティングについて 

以下のような流れで、ハラスメント対策のご支援を行います。 

※感染症対策のため、原則としてオンライン（Web会議システム）にてご支援を実施しますが、ご要望に応じて訪問 

支援も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対象 中小企業 600 社程度（定数に達し次第終了） 

実施概要 

■ 専門家によるコンサルティングの実施 

専門家（社会保険労務士等）が、ハラスメント対策に関するヒアリング、取組のご提案・アドバイ

ス、取組後のフォローアップ等を行います。 

■ 企業内研修の実施 

企業が効果的にハラスメント対策を実施できるようにするため、パワハラ・セクハラ・マタハラ等の予

防・解決の取組のポイント、取組事例、相談対応方法などについて解説します。管理職・一般従

業員向け研修ほか、相談窓口担当者向け研修、人事部門向け研修も実施可能です。 

実施期間 2021 年 6 月～2022 年 2 月 
 

 
 

 

【申込方法】 特設 Web サイト（https://www.tokiorisk.co.jp/news/2021/2021harassment.html） 

よりお申し込みください。 

 

お問合せ 

職場におけるハラスメント対策総合支援事業事務局  

TEL：03-3217-5777（受付時間：平日 9:30～17:30）  

Email：harassment-taisaku@tokiorisk.co.jp 
東京海上ディーアール株式会社 製品安全・環境本部内 
〒100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１  

大手町ファーストスクエア ウエストタワー23F 
  

 

ご支援例 ※貴社状況、ご要望によります

① ハラスメント対策状況のヒアリング

② 対策の導入や改善に関するご提案

③ 貴社状況を踏まえた研修の実施

④ 取組後のフォロー（状況確認）

特別 Web サイト QR コード 
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報道関係者 各位 

北海道労働局における 

『令和２年度個別労働紛争解決制度の施行状況』 
～「いじめ・嫌がらせ」（いわゆるパワハラを含む）が１０年連続最多～ 

北海道労働局（局長 上田
う え だ

 国士
く に お

）は、「令和２年度個別労働紛争解決制度の施行
状況」をまとめましたので、公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Press Release  

担  

当 

厚生労働省  
北海道労働局 雇用環境・均等部 

指導課 

厚生労働省北海道労働局発表 
令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ８ 日 

【ポイント】 

１  令和２年度の総合労働相談※1件数は 41,846 件であり、前年度に比べて 2,909 件

増加し、過去最多。労働者からの相談が最も多く 22,678 件であった。 

２  民事上の個別労働紛争※2相談件数は、前年度に比べて 983 件減少した。内容は

「いじめ・嫌がらせ※3」が３分の１近くを占め、１０年連続最多。 

３  「助言・指導※4」申出・「あっせん※5」申請件数は減少した。 
 

 

厚生労働省 

北海道労働局 

【別添資料】 

 資料 1 総合労働相談等の状況 

 資料 2 令和２年度における助言・指導及びあっせん事例等 

【北海道労働局の取組】 
総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助

言・指導及びあっせんの運用を的確に行うなど、紛争の迅速な解決に取り組みます。 

北海道道政記者クラブ・北海道経済記者クラブ同時提供 

41,846 件 （対前年度 2,909 件増、 ７.5％増） （全国）1,290,782 件 
民事上の個別労働紛争相談件数 8,275 件 （  同 983 件減、 10.6％減） 278,778 件

うち、いじめ・嫌がらせ 2,617 件 （  同 518 件減、 16.5％減） 79,190 件 
33,571 件 （  同 3,892 件増、 13.1％増） 1,012,004 件 

824 件

6,337 件

パワーハラスメント 544 件 
50 件減、 21.4％減）

18,363 件
セクシュアルハラスメント 184 件 （  同 

7 件増、 17.9％増） 2,041 件 妊娠・出産ハラスメント 46 件 （  同

29,307 件 

育児・介護ハラスメント 50 件 （  同 21 件増、 72.4％増） 2,566 件 
257 件 （  同 46 件減、 15.2％減） 9,130 件 
209 件 （  同 118 件減、 36.1％減） 4,255 件 

総合労働相談件数

助言・指導申出件数 
あっせん申請件数

うち、ハラスメント関係 
上記以外の相談件数

nasum
フリーテキスト
１－７
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※１ 「総合労働相談」：北海道労働局、道内労働基準監督署（支署）内 18 か所に、あらゆる労働問題に関する相談にワ

ンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応。 
※２ 「民事上の個別労働紛争」：労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

（労働基準法等の違反に係るものを除く）。 
※３ 令和２年６月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争

は同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに計

上していない。 
※４ 「助言・指導」：民事上の個別労働紛争について、北海道労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことに

より、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。助言は、当事者の話し合いを促進するよう口頭又は文書で行うも

のであり、指導は、当事者のいずれかに問題がある場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すもの。 
※５ 「あっせん」：北海道労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員（弁護士や特定社会保険労務士など労

働問題の専門家）が紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。 
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１ 総合労働相談の状況 

（１）総合労働相談件数 

令和２年度に総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談件数は 41,846 件で

あり、前年度に比べて 2,909 件増加し、個別労働紛争解決制度開始以来、最多となった。

相談者の内訳は労働者が 22,678 件、事業主が 12,321 件、その他が 6,847 件であった。 

総合労働相談のうち、「いじめ・嫌がらせ」「自己都合退職」「解雇」等のいわゆる民事

上の個別労働紛争に係る相談は 8,275 件（相談全体の 19.8％）で、件数・相談全体に占

める割合ともに過去最多であった前年度（9,258 件、同 23.8％）に比べ減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （※ 棒グラフ全体は総合労働相談件数を示し、民事上の個別労働紛争相談件数はその内数） 

（２）民事上の個別労働紛争相談の内容 

令和２年度に総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争に係る相

談内容では、相談件数（8,275 件）のうち「いじめ・嫌がらせ」を含む相談が 2,617 件

（31.6％）と 10 年連続トップとなっている。 

次いで「自己都合退職」に関する相談が 1,132 件（13.7％）、「解雇」に関する相談が

1,109 件（13.4％）、「労働条件引下げ」に関する相談が 743 件（9.0％）での順であった。 

＜資料１＞ 

総合労働相談件数等の推移 

38,808 38,761 
36,792 36,149 36,254 35,323 33,928 

37,666 
38,937 

41,846 

7,108 7,441 7,018 7,327 8,187 8,139 7,694 
8,743 9,258 8,275 

234 238 

246 

215 

202 

279 
260 

288 
303 

257
247 

195 

246 

191 

230 262 256 260 

327 

209

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

総合労働相談件数 民事上の個別労働紛争相談件数

助言・指導申出受付件数 あっせん申請受理件数
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（３）民事上の個別労働相談内容の推移 

「いじめ・嫌がらせ」の相談は、年により増減はあるものの、北海道労働局においては平

成 23 年度以降 10 年連続相談内容のトップとなっており、平成 23 年度（1,463 件）と比べ約

1.8 倍となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※令和２年６月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は

同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに計上

していない。 

令和２年度 

民事上の個別労働紛争の内訳 

                        

主な労働相談内容の推移（過去 10 年） 

 

1,436 
1,300 

1,133 1,124 1,224 1,123 
878 978 1,116 1,109 

872 789 
638 612 

858 724 
585 689 755 743 

624 625 664 534 591 562 635 620 669 767 

338 331 296 295 357 302 365 257 292 334 

1,463 

1,831 
1,992 

2,265 

2,819 

2,381 2,315 

2,898 
3,135 

2,617 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

解雇 労働条件引下げ 退職勧奨 雇止め いじめ・嫌がらせ

件数 比率※１

いじめ・嫌がらせ 2,617 31.6%

自己都合退職 1,132 13.7%

解雇 1,109 13.4%

労働条件引下げ 743 9.0%

退職勧奨 767 9.3%

賠償 264 3.2%

雇止め 334 4.0%

雇用管理改善等 112 1.4%

その他の労働条件 1,831 22.1%

1,007 12.2%

9,916

上記以外

相談内容の内訳延べ数

相談内容

※１　民事上の個別労働紛争の相談件数（8,275件）に対する比率。

※２　一回の相談において複数内容にまたがる相談が行われた場合には、複数の相談内容を件数として計上している。

20.0% 40.0%
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２ 北海道労働局長による助言・指導 

（１）助言・指導の申出件数 
令和２年度の助言・指導申出受付件数は 257 件と、前年度より 46 件減少（対前年度

15.2％減）となり、直近４年度では、最も少ない件数となった。 

（２）助言・指導における申出内容の内訳 
助言・指導の申出内容は「いじめ・嫌がらせ」に関するものが 34 件（13.2%）及び「解雇」

が 34 件（13.2％）と最も多く、「労働条件引下げ」が 22 件（8.6%）、「自己都合退職」が 21

件（8.2％）の順であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）申出人の就労形態別の件数 

申出人はすべて労働者であった。 

労働者の就労状況は正社員が 123 件（47.9％）と最も多く、次いで有期雇用労働者 72

件（28.0％）、短時間労働者 38 件（14.8％）、派遣労働者 15 件（5.8％）の順であった。 

（４）助言・指導の処理状況 

令和２年度内に処理を終了したものは 250 件であり、うち口頭による助言を実施した

ものが 243 件（97.2％）、申出人による取下げが 2 件（0.8％）、他制度に基づく助言・指導

へ移行したものが 3 件（1.2%）、であった。 

助言・指導の処理に要した期間は、すべて１か月以内であった。 

また、助言・指導によっては解決に至らず、あっせんへ移行したものは 14 件（5.3％）で

あった。 

 

 

令和２年度 
助言・指導申出内容の内訳 

いじめ・嫌がらせ 
34 件 

（13.2％） 

解雇 
34 件 

（13.2％） 

労働条件引き下げ 
22 件 

（8.6％） 

助言・指導 
申出件数 
２５７件 

自己都合退職 
21 件 

（8.2％） 

雇止め 
16 件 

（6.2％） 

退職勧奨 
14 件 

（5.4％） 

雇用管理改善等    9 件（3.5％） 

出向・配置転換    10 件（3.9％） 

採用内定取消      3 件（1.2％） 

賠償              3 件（1.2％） 

その他の労働条件 64 件（24.9％） 

その他         27 件（10.5％） 

ほか、計 116 件（45.1％） 
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３ 北海道紛争調整委員会によるあっせん 

（１）あっせん申請の件数 

令和２年度のあっせん申請件数は 209 件と前年度より 118 件減少（対前年度 36.1％

減）となり、直近５年度では最少となった。 

（２）あっせん申請の内容 

あっせん申請内容の内訳は「いじめ・嫌がらせ」に関するものが 61 件（29.2％）と最も

多く、次いで「解雇」が 38 件（18.2％）、「労働条件引き下げ」が 21 件（10.0％）、「退職勧

奨」が 20 件（9.6％）の順であった。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（３）申請者の状況 

     申請者は労働者が 204 人（97.6％）、事業主 5 件（2.4％）であった。 

労働者の就労状況は正社員が 112 件（54.9％）と最も多く、次いで有期雇用労働者が

44 件（21.6％）、短時間労働者が 35 件（17.2％）、派遣労働者 6 件（2.9％）の順であった。 

（４）あっせんの処理状況 

令和２年度内にあっせん手続を終了したものは 237 件であった。 

手続きが終了したもののうち、あっせんを開催したものは 108 件（45.6％）、紛争当事

者の一方が不参加のため処理を打ち切ったものは 110 件（46.4％）であった。その他、あ

っせん申請後あっせんによらず当事者間で自主的解決に至ったものが 7 件（3.0％）あっ

た。 

令和２年度 
あっせん申請内容の内訳 

あっせん 
申請件数 
２０９件 

退職勧奨 
20 件 

（9.6％） 
労働条件引き下げ 

21 件 
（10.0％） 

いじめ・嫌がらせ 
61 件 

（29.2％） 

賠償              4 件（1.9％） 

出向・配置転換     1 件（0.5％） 

採用内定取消      6 件（2.9％） 

自己都合退職      4 件（1.9％） 

その他の労働条件 32 件（15.3％） 

その他         10 件（4.8％） 

解雇 
38 件 

（18.2％） 

雇止め 
12 件 

（5.7％） 

ほか、計 57 件（27.3％） 
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あっせん期日（あっせんが行われる日）の決定 

あっせんの実施（非公開・原則１回） 

あっせんが開催され合意に至ったものは 65 件（27.4％）、あっせんが開催されたもの

の合意に至らなかったものは 41 件（17.3％）であった。なお、被申請者があっせんに参加

した場合の合意率は 60.2％であった。 

また、あっせん手続を終了した事案の 64.6％（153 件）が 2 か月以内の処理であった。  

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
※1 処理件数総数に対する合意成立件数の割合を示したもの。 
※2 あっせんへの参加は制度上任意となっており、被申請人が参加した場合の合意率を示す。 
 
 

あっせん委員（３名を指名、通常、担当あっせん委員１名があっせん期日を担当） 

・当事者の主張などを聴取 

・当事者の主張を整理し、解決に向けての調整を行う 

参加 

あっせんの申請 

都道府県労働局長が紛争調整 
委員会へのあっせんを委任 

あっせんの開始通知 

被申請人の参加・不参加の意思確認 

合意の成立 

紛争の迅速な解決 

合意せず 

他の紛争解決・相談機関の情報提供 

〇裁判所（労働審判、民事訴訟等） 

〇都道府県（労働委員会等） 

〇法テラス           等 

打切り 

不参加 

あ
っ
せ
ん
を
開
催
せ
ず
に
合
意 

あっせんの流れ 

〔過去５年間におけるあっせんの処理状況〕

処理件数

令和２年度 237

令和元年度 303

平成30年度 254

平成29年度 264

平成28年度 274 133 48.5% 78.7%

65.7%

68.9%

あっせんの処理状況

合意成立件数 合意率※1 参加した場合の合意率※2

72 30.4% 60.2%

116 43.9% 73.3%

92 36.2%

114 37.6%



 8

 
 
退職手続きに係る助言・指導 

事案の概要 

申出人は、社会保険の手続きが杜撰であった事業主に不信感を抱いたため、退職

することにした。 

退職後、退職に伴う社会保険の手続きがされず、年金事務所から事業主に必要書

類の提出を求める連絡をしたが、未だ手続きがされていない。 

申出人は、退職に伴う速やかな手続きを求めるため、助言・指導を申し出た。 

助言・指導の内容・結果 

・ 事業主に対し、申出人は退職に伴う社会保険の手続きがされず困っているため、退

職に伴う書類の提出を早急にされたいことを助言した。 

・ 助言に基づき、退職に伴う事務手続きを早急にすることを約束し、数日後に手続き

がされた。 

 

配置転換に係る助言・指導 

事案の概要 

申出人は、事業主から転勤を伴う異動を命じられた。家庭の事情から転勤を断っ

たところ、申出人の職種について、転勤のある現在の総合社員から、地域限定職へ

変更するよう求められた。地域限定職に降格すると、賞与が１０分の１以下の金額

になることなどから、受け入れることはできない。 

そこで申出人は、事業主に対し、転勤命令の発出及び降格人事をしないよう助言・

指導を申し出た。 

助言・指導の内容・結果 

・ 業業主に対し、①最高裁判所の判例によれば、転勤について業務の必要性がない

場合、不当な動機若しくは目的をもってなされたものである場合又は労働者に対し

通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるような場合であれば、転勤命

令の法律上の効力は認められない。②近時の裁判所の傾向としては、育児や介護

を理由として転勤を拒み得るとするものが見受けられる。③法律上、適法に転勤命

令を拒み得る場合に、降格処分等ができるのかどうか、よく考えられたい。と、助言し

た。 

・ 助言に基づき、事業主は、同意なく地域限定職に変更することはないが、今後の可

能性として、総合社員であり続ける場合は、転勤の可能性があることは否定できな

い。と申し述べた。 

・ 申出人は、やむを得ず、地域限定職に転換することにした。 

＜資料２＞ 
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採用内定取消に係るあっせん 

事案の概要 

申請人は、トランスジェンダーであり、面接前にその旨を告げ、受け入れられな

いのであれば採用面接の実施も希望しないと伝えたのだが、面接が実施され、採用

内定の連絡を受けた。しかしその後、入社前に事業主から連絡があり、面接に同席

しなかった他の管理職から反対をされたとのことで、内定を取り消された。 

申請人は、採用内定取消による経済的損失及び精神的苦痛に対し、賃金２か月分相

当額 24 万円の補償金の支払いを求めたいとして、あっせんを申請した。 

あっせんの結果 

・ あっせん委員が被申請人の主張を確認したところ、トランスジェンダーである

ことについて、顧客対応や社内の女性の反応もあるため、営業活動上、困難があ

るのではないかという思いであり、総合的に検討の上、入社説明会の参加見送

りを決定したと申し述べた。 

・ これを受けて、あっせん委員が、被申請人に譲歩の余地を確認したところ、解決

金として 10 万円を支払うことで合意が成立し、解決した。 

 

いじめ・嫌がらせに係るあっせん 

事案の概要 

申請人は、トラック運転手として勤務していたが、上司から「頭悪いんじゃない

か」「いつでも辞めさせてやるからな」等と言われたことで、うつ病を発症した。

申請人が被申請人に相談したところ、上司からの直接的ないじめは解決されたもの

の、上司は自分の部下を通じて間接的にいじめをするようになった。 

上司からのいじめの防止を求めたいとして、あっせんを申請した。 

あっせんの結果 

・ あっせん委員が被申請人の主張を確認したところ、申請人と上司とが接触しな

いよう配慮することはできると申し述べた。 

・ これを受けて、あっせん委員から、労使各自の希望内容を整理し、解決を促した

ところ、①被申請人はパワーハラスメントの発生しない環境整備に努め、全社

的に指導を徹底すること。②被申請人は、申請人と上司が直接接触することを

できるだけ避けるよう配慮すること。③申請人は、病状及び治療方針について

医療機関から指導を受けた上で被申請人に報告し、今度の労務提供について被

申請人と誠実に協議すること。との内容で、合意した。 
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セクハラ・マタハラに係る相談事例 
 
セクハラに係る相談事例 

 同じ職場の自分より上の立場の男性職員が、仕事の PC を使い、勤務中にわいせ

つ動画を見ている。本人は誰も気づかれていないと思っているが、女性の職員は皆

気持ちが悪く、職場環境が害されている。職場の相談窓口の担当者はこの行為者で、

相談できない。この職場の正規職員は自分と行為者の二人で、誰にも相談できずに

もう職場を辞めたいと思っている。 

 

 

マタハラに係る相談事例 
 

産休、育休を取ろうとしたが、社長が「そんなにお金に困っていないなら無理して

働くことはない」「自分の体を大事にした方がいい」「夫が育休を取れるだろう」「こ

れから子育て中は休みが多くなり会社に迷惑がかかる」等と言って暗に退職を勧めて

くる。 

 



職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため
～取組の５つのポイント～を確認しましょう︕

■ 職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、まず次に示
す～取組の５つのポイント～が実施できているか確認しましょう。

■ ～取組の５つのポイント～は感染防止対策の基本的事項ですので、未実
施の事項がある場合には、「職場における感染防止対策の実践例」を
参考に職場での対応を検討の上、実施してください。

■ 厚生労働省では、職場の実態に即した、実行可能な感染症拡大防止対策を検
討していただくため「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大
を防止するためのチェックリスト」を厚生労働省のホームページに掲載
していますので、具体的な対策を検討する際にご活用ください。

■ 職場における感染防止対策についてご不明な点等がありましたら、都道府県
労働局に設置された「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止
対策相談コーナー」にご相談ください。

R3.２都道府県労働局・労働基準監督署

事業者の皆さま、労働者の皆さまへ

～取組の５つのポイント～
実施できて
いれば☑ 取組の５つのポイント

□ テレワーク・時差出勤等を推進しています。

□ 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行
できる雰囲気を作っています。

□ 職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、
密にならない工夫を行っています。

□ 休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など
「感染リスクが高まる『５つの場面』」での対策・呼びかけ
を行っています。

□ 手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒
など、感染防止のための基本的な対策を行っています。

nasum
フリーテキスト
２－１



テレワークの積極的な活用について
 厚生労働省では、テレワーク相談センターにおける相談支援、労働時
間管理の留意点等をまとめたガイドラインの周知等を行っています。

 さらに、テレワークの導入にあたって必要なポイント等をわかりやす
くまとめたリーフレットも作成し、周知を行っています。

 こうした施策も活用いただきながら、職場や通勤での感染防止のため、
テレワークを積極的に進めてください。

リーフレットは
厚生労働省

ホームページから
ダウンロード可能です。

職場における感染防止対策の実践例
○ 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルール

 感染者が発生した場合の対応
手順を定め、社内イントラ
ネットや社内報で共有した。
[手順]
①感染リスクのある社員の
自宅待機
②濃厚接触者の把握
③消毒
④関係先への通知など

手順全文は
（独）労働者健康安全機構
長野産業保健総合支援

センターホームページから
ダウンロード可能です。

新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応手順の作成（製造業）

サーマルシステムの導入（社会福祉法人）

 サーマルシステムを施設受
付入口に設置し、検温結果
が37.5℃以上の者の入場を
禁止している。

 本システムでは、マスクの
着用の検知を行い、マスク
の未着用者には表示と音声
で注意喚起を行う仕組みと
なっている。

○ 密とならない工夫
ＩＴを活用した対策（建設業）

 スマートフォン用
無線機を導入し、
社員同士や作業従
事者との会話に活
用。３密を避けた
コミュニケーショ
ンをとるようにし
た。

ＩＴを活用した説明会の開催（その他の事業）

 WEB方式と対面
方式併用のハイブ
リッドの説明会を
開催した。

 対面での参加者に
対しても、席の間
隔を空ける、机に
アクリル板を設置
するなどの対策を
行った。



社員食堂での対策（製造業）

 社員食堂の座席
レイアウトを変
更し、テーブル
の片側のみ使用
可とした。

 また、混雑緩和
のために、昼休
みを時差でとる
ようにした。

○ 感染リスクが高まる「５つの場面」を避ける取り組み
※ 職場では、特に「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室など）に注意が必要

休憩所での対策（小売業）

 休憩室の机の中
央を注意喚起付
きのパーテー
ションで区切り、
座席も密となら
ないよう二人掛
けにし、対面と
ならないよう斜
めに配置した。

職場における感染防止対策の実践例

入館時の手指等の消毒（宿泊業）

 宿泊者と従業員
の感染防止のた
め、ホテル入口
の消毒液設置場
所に、靴底の消
毒のためのマッ
トを設置した。

○ 感染防止のための基本的対策
複数人が触る箇所の消毒（製造業）

 複数人が触る可
能性がある機械
のスイッチ類を
定期的に消毒す
ることを徹底し
た。

○ その他の取り組み

 建設現場に入場する外国
人向け安全衛生の資料に、
新型コロナウイルス感染
症の注意点を外国語に翻
訳したものを掲載し、周
知徹底を図った。

外国人労働者への感染防止対策の周知（建設業）



職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー連絡先

 このチェックリストは、感染症対策の実施状況について確認し、職場の実態に即した対策を
労使で検討していただくことを目的としたものです。

 職場での対策が不十分な場合やどのような対策をすればよいかわからない場合には、感染症
対策の実践例を参考に検討してください。

 項目の中には、業種、業態、職種などにより対応できないものがあるかもしれません。すべ
ての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありませんが、
可能な項目から工夫しましょう。

 職場の実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確実に継続して、実施
いただくことが大切です。

チェックリストは
厚生労働省

ホームページから
ダウンロード可能です。

北海道 011-709-2311 石川 076-265-4424 岡山 086-225-2013

青森 017-734-4113 福井 0776-22-2657 広島 082-221-9243

岩手 019-604-3007 山梨  055-225-2855 山口 083-995-0373

宮城 022-299-8839 長野 026-223-0554 徳島 088-652-9164

秋田 018-862-6683 岐阜 058-245-8103 香川 087-811-8920

山形 023-624-8223 静岡 054-254-6314 愛媛 089-935-5204

福島 024-536-4603 愛知 052-972-0256 高知 088-885-6023

茨城 029-224-6215 三重 059-226-2107 福岡  092-411-4798

栃木 028-634-9117 滋賀 077-522-6650 佐賀 0952-32-7176

群馬 027-896-4736 京都 075-241-3216 長崎 095-801-0032

埼玉  048-600-6206 大阪 06-6949-6500 熊本 096-355-3186

千葉 043-221-4312 兵庫 078-367-9153 大分  097-536-3213

東京 03-3512-1616 奈良 0742-32-0205 宮崎 0985-38-8835

神奈川 045-211-7353 和歌山 073-488-1151 鹿児島 099-223-8279

新潟 025-288-3505 鳥取  0857-29-1704 沖縄 098-868-4402

富山 076-432-2731 島根 0852-31-1157

平日（月～金曜日） 午前 8:30～午後 5:15受付時間

※雇用調整助成金の特例措置に関するお問い合わせはこちら
＜学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター＞ ０１２０－６０－３９９９



 

 
 
 
 
 
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的損出を受けた事業場が倒産し賃

金が未払のまま退職するに至った労働者の皆様のために、できるだけ早く未払とな
っている賃金の立替払の手続を進めることができるよう、各労働基準監督署等にお
いて相談と申請の受付けを行っています。該当する方は御相談ください。 
 
Ⅰ 未払賃金の立替払制度の内容 

未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないままに
退職した労働者に対して、その未払賃金のうち一定範囲（８割相当額）を国が事
業主に代わって立替払をする制度です。 

立替払ですので、立て替えた賃金債権の請求権は、国が取得することになりま
す。 

 
Ⅱ 立替払を受けることができる方 

労災保険の適用事業として１年以上にわたり事業活動を行ってきた中小企業
（法人、個人は問いません。）に使用されていた労働者で、企業が倒産に至った
ことに伴い退職し、「未払賃金」（後記Ⅲ参照）が残っている方々です。 

ただし、未払賃金額の総額が２万円未満の場合は、対象とはなりません。 
 
Ⅲ 立替払の対象となる未払賃金 

立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の６か月前の日から立替払請求日
（後記Ⅳの３参照）の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」及び
「退職手当」であって、未払となっているものです。 

なお、立替払の額には、年齢ごとに上限額が定められています。 
 
Ⅳ 立替払の請求手続 
  立替払を受けるには、次の手続を必要としますが、請求手続に使用する申請用

紙は、各労働基準監督署等に用意しておりますのでお申し出ください。  
    
１ 倒産の認定 

   (1) 倒産した企業の本社を所轄する労働基準監督署長に「認定申請書」を提出
して、企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込がなく、かつ、賃金
支払能力がないことについて認定（以下「倒産の認定」といいます。）を受
けてください。 
倒産の認定は、労働者の代表が一度行えばよいこととされておりますので、

本社に勤務する労働者が代表として申請されることをお勧めします。 
 
   (2) 認定申請には、申請される方の身分証明書及び印鑑等のほか、会社の賃金台

帳、就業規則、出勤簿等の労務関係書類及び財務関係が分かる書類が必要と
されておりますので、労働基準監督署に申請される際には、持参していただ
きますようお願いします。 

混雑も予想されますので、事前にお問い合わせされることをお勧めします。 
認定申請を行う方は労働者の代表１名ですが、若干名の同僚が同行するこ

とは差し支えありません。 

 

 

「未払賃金の立替払制度」の御案内 
～賃金の支払の確保等に関する法律に基づく制度～ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業場が 

倒産し賃金が未払のまま退職された労働者の皆様へ 

（別添２） 

nasum
フリーテキスト
２－２

nasum
フリーテキスト
２－２



 
●認定申請時に持参していただきたい資料 
 
 
 
 ①写真付き身分証明書、印鑑 
 ②労働保険概算保険料申告書等労災保険番号が記載されている書面 
 ③賃金台帳 ／④出勤簿（タイムカード）、労働者名簿 
 ⑤就業規則（賃金規程、退職金規程を含む） 
 ⑥商業登記簿又は営業許可書（廃業届を含む） 
 ⑦直近の決算報告 ／⑧会社の土地、建物の登記簿 
 ⑨会社の主な資産状況が分かる書類（預金・有価証券残高証明書、売掛債

権・換金可能な動産一覧表） 
 ⑩その他の労務、財務関係資料  

 
２ 未払賃金の額等についての確認 

前記１の倒産の認定を受けた後に、勤めていた事業場（本社を含む。）の所在
地を管轄する労働基準監督署長に「確認申請書」を提出して、未払賃金の額等の
確認（以下「確認」といいます。）を受けてください。 
確認を円滑に行うために、申請される方の写真付き身分証明書及び印鑑等のほ

か、給与明細書、昇給に係る通知、給与振込み記録のある銀行通帳など、賃金額
の分かる書類を御持参ください。特に、退職金についても申請される方は、退職
金規程などの支給額の算定できる資料を添付してください。 
 
 
●確認申請時に持参していただきたい資料 
 
 
 
 ①写真付き身分証明書、印鑑 
 ②振込を希望する申請者本人名義の預金通帳 
 ③支給賃金額の分かる書類（賃金台帳、労働契約締結時の賃金に関する書 
 面、給与明細書、昇給に係る通知、給与振込記録のある銀行通帳など） 

 ④就業規則（賃金規程、退職金規程を含む）、 労働協約 
 ⑤退職・解雇に係る通知 ／⑥出勤簿（タイムカード）／⑦労働者名簿 
 ⑧雇用保険の離職証明書 ／⑨その他の労務関係資料 
なお、認定申請時に提出済の書類は省略できます。 
 

 
 ３ 立替払の請求書の提出 

 確認が済みますと「確認通知書」とともにお渡しする「立替払請求書」等に
振込を希望する銀行口座等必要な事項を記入し、 
 

   独立行政法人労働者健康安全機構 
未払賃金立替払相談コーナー（044-431-8663）〔月～金 9:15～17:00〕  
〒211‐0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号 
 

へ郵送により提出（請求）してください。     
  後日、請求された方が指定した金融機関に立替払金額が振り込まれます。 

申請手続の簡略化を行っています。資料を用意できないなどお困りの方

は、認定申請を行う労働基準監督署に御相談ください。 

申請手続の簡略化を行っています。資料を用意できないなどお困りの方

は、確認申請を行う労働基準監督署に御相談ください。 

※不正受給について 
 偽りその他不正行為により立替払金の支給を受けたときは、立替払金額の２倍の額の
納付を命じられるほか、刑事責任を問われることになります。 〔R2.4〕 



        道政記者クラブ・経済記者クラブ同時提供 

 

 

  

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します 
～過重労働解消に向けた監督指導や無料の電話相談などを実施～ 

 
北海道労働局（局長 上田 国士）では、「過労死等防止対策推進法」に基づく 11 月

の「過労死等防止啓発月間」中に、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組の

推進を図る観点から、「過重労働解消キャンペーン」を実施し、以下の取組を行います。 
 

【「過重労働解消キャンペーン」取組概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 

当 

【照会先】 

厚生労働省北海道労働局労働基準部監督課 

   課 長 上田  敦郎 

   主任監察監督官 那須 眞人 

   ＜電 話＞０１１－７０９－２３１１ 

          （ 内線 ３５４１ ） 

厚生労働省北海道労働局発表 

令 和 ３ 年 1 0 月 １ 日 

厚生労働省 

北海道労働局 Press Release 

１ 使用者団体や労働組合に対し、北海道労働局長による協力要請を行います。 

 別途、記者発表予定です。 

 （1）北海道経済連合会ほか 

 （2）日本労働組合総連合会北海道連合会 

 

２ 過重労働相談受付集中週間を設置します。【新規】 

  全国の都道府県労働局及び労働基準監督署並びに「労働条件相談ほっとライン」におい

て、10月31日（日）から11月6日（土）を過重労働相談受付集中週間とし、過重労働解

消に係る相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。 

  （平日） 8：30～17：15    都道府県労働局、労働基準監督署 

 

  （平日）        17：00～22：00      「労働条件相談ほっとライン」 

  （土・日・祝日） 9：00～21：00       フリーダイヤル  ０１２０－８１１－６１０ 

 

３  無料電話相談を実施します。（取材可） 

  過重労働相談受付集中週間の11月6日（土）を特別労働相談受付日とし、「過重労働

解消相談ダイヤル」（無料）を全国一斉に実施し、北海道においては北海道労働局の担当

官が相談に対応します。別途、記者発表予定です。   

  実 施 日 時 11月6日（土）9：00～17：00                           

フリーダイヤル ０１２０－７９４－７１３ 

 

４ 長時間労働にわたる過重な労働による過労死等の労災請求が行われた事業場、過重労働

が疑われる事業場、極端に離職率が高い事業場等への監督指導を実施します。 

うえだ  くにお 

nasum
フリーテキスト
２－３



        道政記者クラブ・経済記者クラブ同時提供 

 

 

 

５ 「過労死等防止対策推進シンポジウム」（無料）を11月1日（月）13時30分よりホテ

ルポールスター札幌で開催します。（取材可） 

別途、記者発表予定です。 

 

６ 関連ホームページ 

  （1）「過労死等防止対策推進シンポジウム」ホームページ 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/ 

 

  （2）「過重労働解消のためのセミナー」（無料） 

        https://kajyu-kaisyou-lec.com/index.html 

   

（3）「確かめよう 労働条件」（労働条件に関する総合サイト） 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/ 

 

 

 

 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/
https://kajyu-kaisyou-lec.com/index.html
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
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過労死をゼロにし、健康で充実して
働き続けることのできる社会へ
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって
多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族にも
ご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

過労死等
防止対策推進
シンポジウム

参加
無料
事前申込

新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い実施いたします。今後の感染状況により、参加者数を制限するなど、
規模を縮小して実施する場合があります。参加には、事前申込みが必要です。　

感染症拡大の状況により、開催方法が変更になる場合がございます。最新の情報はホームページにてご確認ください。

会場 ホテルポールスター札幌
ポールスターホール
（札幌市中央区北4条西6丁目）

日時 2021年11月1日（月）
13：30～16：00（受付13：00～）

主催：厚生労働省　　後援：北海道、札幌市
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議、
 札幌弁護士会、北海道社会保険労務士会、日本産業カウンセラー協会北海道支部、過労死防止北海道センター

北海道 会場
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スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

「個人情報の取扱いについて」・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染疑いが生じた場合に、保健所への
情報提供に限り使用します。 ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供をいたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（https://www.p-unique.co.jp/hp/privacy.html）」に
従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

5名以上のお申込みは、
別紙（様式自由）にて
FAXしてください。

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。FAX番号 03-6264-6445

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo

●Webからの申し込み：以下ホームページをご覧いただき、申し込みをお願いいたします。

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

（お問い合わせ先）  電話：0120-562-552  E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp  株式会社プロセスユニーク

▶新型コロナウイルス感染症の影響により事前申し込みをお願いします。
　尚、定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。

▶申し込みはWebまたは FAXでお願いします。
▶参加証を発行いたします。当日、受付までお持ちください。
▶定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
▶連絡先のTEL か E-mail のどちらかは必ずご記入ください。

参加申込について

［基調講演］ 

  「若者の過労自殺を防ぐため
  企業と自治体にできること」
  田村 修 氏  
  （勤医協中央病院  精神科・リエゾン科  医師）

［パネルディスカッション］
 「若者の過労自殺の背景と課題を考える」
  コーディネーター 西 博和 氏 （弁護士）  
  パネリスト 田村 修 氏 （医師）・島田 度 氏 （弁護士）
  吉田 正幸 氏 （産業カウンセラー）・過労死遺族

ホテルポールスター札幌 ポールスターホール
（札幌市中央区北4条西6丁目）
・JR札幌駅南口  徒歩約5分 ●会場へは公共交通機関をご利用ください。

会場のご案内

北海道 会場
田村 修 氏
勤医協中央病院 
精神科・リエゾン科  医師

日本精神神経学会専門医･指導医
日本総合病院精神医学会認定一般病院連携精神医学
専門医･指導医
日本医師会認定産業医
１９８８年 旭川医大卒

ホテルポールスター札幌
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死傷者数

 

 

 北海道労働局 労働基準部 安全課 

 北海道労働局では、第１３次労働災害防止計画（平成３０年度～令和４年度）に基づき、計画期間の５年

間で、死亡者数を２０％以上、休業４日以上の死傷者数を５％以上減少させる取組を進めています。 

 ３年目の現状では、令和２年の死亡者数は、平成２９年と比べ３７．０％（３０人）減少しており、目標

達成の水準にありますが、死傷者数については１１．６％（１０５９人）増加しており、なお目標達成に向

けて厳しい状況にあります。 

 このため、第１３次労働災害防止計画の３年目の北海道労働局の取組内容を北海道内の各事業場・団体に

お知らせし、一層の労働災害防止に取り組んで戴くことを目的として、本リーフレットを作成しました。 

 

 

［現 状］ 

死亡者数、死傷者数とも、「墜落・転落」によるものが３割以上と最も多く、その内、はしご・脚立等からが

３０．０％、足場等からが１７．３％、屋根等からが１２．７％となっている。 

ここ数年は、足場以外のはしご等及び屋根等からの墜落に占める割合が高いほか、建設機械等との接触、ク

レーン等の転倒による災害も依然として発生している。 

［取 組］ 

① 墜落・転落災害防止対策 

ア 足場及び屋根・はり、建築物、はしご・脚立等からの墜落・転落防止措置の徹底 

イ 「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」（平成２７年５月２０日一部改正）に基づき、

「より安全な措置」等の一層の普及促進 

ウ ハーネス型墜落制止用器具の使用の普及促進 

② 建設機械・クレーン災害防止対策、土砂崩壊災害防止対策、統括安全衛生管理についての取組 

③ 災害が多発する４月～６月の建設工事着工期、７月～９月の建設工事最盛期、１０月～１２月の建設工 

事追い込み期における、各期の特徴に応じた労働災害防止対策についての取組 

 

81 

63 

62 

51 

64 

40

50

60

70

80

90

H29 H30 R1 R2 R3 R4

全産業 死亡者数
死亡者数

目標

H29年に比べ20％減 

879 

966 

938 

903 

835

820

840

860

880

900

920

940

960

980

H29 H30 R1 R2 R3 R4

死傷者数 死傷者数

目標

5年で5％減

6,676 
6,836 

6,743 

7,735 

6,342 

6,200

6,350

6,500

6,650

6,800

6,950

7,100

7,250

7,400

7,550

7,700

7,850

H29 H30 R1 R2 R3 R4

全産業 死傷者数
死傷者数

目標

H29年に比べ5％減

23 

17 

20 

14 

18

10

13

16

19

22

25

28

31

H29 H30 R1 R2 R3 R4

死亡者数 死亡者数

目標

5年で20％減

令和２年確定値に基づくもの 

nasum
フリーテキスト
２－７



-2- 
 

 

［現 状］ 

死傷災害は、「転倒」によるものが最も多く発生し、次に機械（食品加工用機械及び一般動力機械、金属・木

材加工用機械等）による「はさまれ・巻き込まれ」災害であり、この二つで４６．４％を占めている。 

製造業における死傷災害のうち５３．２％を占める食料品製造業については、「転倒」の割合が３２．８％と

最も高くなっている。 

     

 
 

［取 組］ 

   ① 機械災害への安全対策の徹底 

   ② 転倒災害防止対策の推進 

   ③ パート・派遣労働者等の非正規労働者に対する雇入時の安全衛生教育の確実な実施

［現 状］ 

死傷者数は、平成２９年に初めて１００人を切り、平成３０年に９０人と過去最小値となっていたが、昨年

は８１人となり過去最小値を更新した。死亡者数についても令和元年から半減したが、立木の伐倒作業中に３

人が亡くなっている。また死傷者数の４０．２％は、伐倒作業において発生している。 

  

  

  

    

  

 

 

 

 

  

 

 ［取 組］ 

○ 伐木作業における基本的な安全対策 

ア 改正労働安全衛生規則の周知を図る。(特別教育等)  

イ 「かかり木の処理の作業におけるガイドライン」に沿った安全作業の徹底 

ウ 「チェーンソーによる伐木作業等作業の安全に関するガイドライン」に沿った安全作業の徹底 

 

［現 状］ 

   死亡者数は、６人のうち「交通事故（道路）」によるものが４人となっている。 

8

11

10

6

6

5

7

9

11

13

H29 H30 R1 R2 R3 R4

死亡者数(人) 死亡者数
目標

1,202 1,202 

1,104 

1,144 1,141 

1,050

1,100

1,150

1,200

H29 H30 R1 R2 R3 R4

死傷者数(人) 死傷者数
目標

5年で5％減

5年で20％減 

99

90

102

81

94

75

80

85

90

95

100

105

110

H29 H30 R1 R2 R3 R4

死傷者数
死傷者数

目標

5
6

8

4

4

2

4

6

8

10

H29 H30 R1 R2 R3 R4

死亡者数
死亡者数

目標

32.8%

34.9%

32.9%

33.8%

17.6%

20.4%

23.0%

21.7%

12.0%

10.8%

10.4%

10.6%

7.7%

7.1%

7.3%

7.2%

29.9%

26.9%

26.4%

26.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4

R3

R2

R1

H30

総計

食料品製造業・事故の型別

転倒 はさまれ、巻き込まれ

切れ、こすれ 動作の反動、無理な動作

その他

26.0%

26.3%

25.8%

26.0%

20.4%

23.9%

23.6%

23.7%

10.8%

10.2%

10.3%

10.3%

12.0%

10.1%

9.1%

9.6%

30.8%

29.4%

31.2%

30.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4

R3

R2

R1

H30

総計

製造業・事故の型別

転倒 はさまれ、巻き込まれ

切れ、こすれ 墜落、転落

その他

激突され

50.0%

崩壊、倒壊

25.0%

墜落、転落

25.0%

切れ、こすれ

19.8%

激突され

19.8%

飛来、落下

18.5%

崩壊、倒壊

12.3%

転倒

8.6%

墜落、転落

7.4%

はさまれ、巻き込まれ

4.9%

動作の反動・無理な動作

3.7% その他

9.5%

事故の型別

外円：死傷

内円：死亡

5年で20％減 

5年で5％減 
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836 839

771

829

794

720

740

760

780

800

820

840

860

H29 H30 R1 R2 R3 R4

死傷者数
死傷者数

目標値

 

死傷者数は、「墜落・転落」によるものが最も多く３０．５％、「転倒」が２０．４％、「動作の反動・無理

な動作」が１７．１％の順となっている。 

 

   

 

         

 

 

 

 

 

  

  

 

 

［取 組］ 
① 「荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づいた安全作業の徹底 

ア 安全衛生教育の実施 

イ 安全作業連絡書の活用 

ウ 安全衛生協議組織の設置 

② 「荷役作業場所のチェックリスト」の活用 

③ 交通労働災害防止の徹底 

［現 状］ 

死亡者数はいったん減少したが増加となり、死傷災害は急激な増加となっている。事故の型別では転倒、 

動作の反動・無理な動作（主に腰痛）によるものが多く、特に小売業においては発生件数の４４．５％が転倒

災害となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［取 組］ 

① 安全衛生管理体制の整備（ガイドラインに基づく安全推進者の選任等） 

10
11

6 6

8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

H29 H30 R1 R2 R3 R4

死亡者数
死亡者数
目標値

21

15 10

12

16

8

13

18

23

H29 H30 R1 R2 R3 R4

死亡者数
死亡者数

目標

2,850
2,961

3,025

3,971

2,707

2,650

2,850

3,050

3,250

3,450

3,650

3,850

4,050

H29 H30 R1 R2 R3 R4

死傷者数
死傷者数

目標

2,693 2,610 2,517 2,595 2,750 2,397 

2,850 

2,961 

3,025 

3,971 

4,994 

4,241 

3,969 

3,918 3,994 

3,510 

3,826 

3,875 

3,718 

3,764 

35.0%

38.1%
38.8%

39.8%
40.8%

40.6%

42.7%

43.3%

44.9%

51.3%

25%

45%

65%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

全産業中において第三次産業

の死傷者が占める割合

第三次産業以外 第三次産業

全産業に占める割合％

25.9%

26.2%

44.5%

36.5%

10.1%

32.1%

15.7%

21.0%

7.2%

6.1%

11.3%

9.2%

26.6%

2.2%

6.7%

6.7%

25.9%

31.1%

16.5%

22.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

飲食店

社会福

祉施設

小売業

総計

業種別・事故の型別

転倒 動作の反動、無理な動作

墜落、転落 切れ、こすれ

はさまれ、巻き込まれ その他

転倒

34.0%

動作の反

動、無理

な動作

18.2%

墜落、転落

10.9%
切れ、こすれ

4.6%

はさまれ、

巻き込まれ

4.9%

その他

27.5%

第三次産業 事故の型別

交通事故

（道路）

66.7%

はさまれ、

巻き込まれ

16.7%

その他

16.7%

墜落、転落

30.5%

転倒

20.4%
動作の反動、無理な動作

17.0%

交通事故

（道路）

5.8%

はさまれ、

巻き込まれ

9.3%

飛来、落下

3.5%

崩壊、倒壊

1.3%

その他

12.0％

陸上貨物運送業 事故の型別

外円：死傷

内円：死亡

5年で20％減 

5年で20％減 

5年で5％減 

5年で5％減 



-4- 
 

② 安全衛生教育による、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、危険予知活動等の促進 

③ パート・派遣労働者等の非正規労働者に対する、雇入時の安全衛生教育の確実な実施 

④ 転倒災害防止対策の推進 

⑤ 腰痛災害が多発している社会福祉施設における腰痛予防対策の推進 

 

 

［現 状］ 

全死傷者数のうち、転倒災害の割合は２５．９％であり、全国における発生割合より２．３ポイント高く

なっている。 

これは、１２月から３月の冬季間における発生が５１．５％を占めていることから、冬季の積雪、路面等

の凍結による影響が大きいと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［取 組］ 

〇 「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」、「北海道冬季災害ゼロてんとう防止運動（１２月～３月）」の取組 

ア ４Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔）の推進等による、職場環境の改善 

イ 転倒しにくい作業方法の確立、作業に適した靴の着用、転倒しないための靴選び 

ウ 事業場敷地内、駐車場、出入口、通勤経路等の滑り易い場所の確認と労働者への周知。通路等への 

凍結防止対策（融雪剤、砂の散布等）、屋外や屋外に通じる階段へのすべり止めの設置等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本統計は、令和２年（確定値）による。 

（Ｒ３．４） 

厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」には、「交通労働災害の現状と防止対策」「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェ

クト」「安全衛生優良企業公表制度」「第１３次労働災害防止計画」「あんぜんプロジェクト」等の安全活動に役に立

つ資料を掲載していますので、ご活用ください。 

 

北海道労働局のホームページにも、労働災害防止に関するリーフレットを掲載していますので、ご活用ください。 

【掲載場所】 

北海道労働局ホームページ ＞各種法令・制度・手続き ＞安全衛生関係 ＞ 安全関係 ＞ 労働災害防止について 

5.5%

12.3%

11.9%

5.7% 5.8%
6.2% 5.8% 5.6% 6.5% 6.6% 5.9%

21.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

全産業 月別・転倒災害

25.9%

23.6%

15.5%

16.0%

14.0%

14.6%

9.5%

10.4%

5.2%

5.8%

4.6%

4.1%

4.1%

5.3%

21.2%

20.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北海道

全 国

事故の型・死傷災害 全国、全道比率（令和２年）

転倒 墜落、転落 動作の

反動等

はさまれ、

巻き込まれ

切れ、

こすれ

激突され



対象事業場数
取組のある
事業場数

取組の割合

50名以上(全産業) 5,409 5,071 93.8%

特定9業種(30～49人) 4,632 3,370 72.8%

計 10,041 8,441 84.1%

社会福祉施設（1302）

情報処理サービス業（170202）

メンタル中期計画（H30～R4）の目標
～取組割合80％以上とする～

メンタルヘルス取組状況（R3.10.11現在）

特定９業種

製造業（01）

建設業（03）

運輸交通業（04）

卸売業（0801）

小売業（0802）

通信業（11）

医療保健業（1301）

nasum
フリーテキスト
２－８



北
海
道
地
域
両
立
支
援
推
進
チ
ー
ム
の
取
組
に
関
す
る
５
か
年
計
画

年
度

施
策

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度

以
降

目
標 治 療 し な が ら 働 き 続 け ら れ る 環 境 に あ る と 感 じ る

人 の 割 合 を 増 加 さ せ る。

毎
年
の
協
議
会
に
お
け
る
検
証

両
立
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
周
知
と
更
な
る
活
用
の
検
討
。
活
動
状
況
の
検
証

構
成
員
の
拡
充
の
検
討

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
で
認
知
理
解
度
の
確
認

当
局
独
自
活
動
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
使
用

（
例
：
「
働
き
続
け
る
可
能
性
を
探
す
」
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
～
）

事
例
集
の
周
知
と
、
事
例
収
集
の
継
続
を
行
い
、
内
容
と
活
用
の
向
上
を
目
指
す
。

情
報
共
有
の
推
進
（
例
：
半
年
に
一
度
事
務
局
に
事
例
等
を
収
集

し
、
メ
ー
ル
で
構
成
員
に
提
供
す
る
等
で
き
る
だ
け
負
担
を
少
な

く
）

広
報
の
充
実
化
の
模
索
（
「
今
は
必
要
な
い
」
と
い
う
意
識
の
変
化
に
つ
な
げ
る
）

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
利
用
者

の
投
稿
を
可

能
と
す
る

構
成
員
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の

更
な
る
活
用

構
成
員
の
意

見
に
よ
る
事

案
用

活
動
計
画
（
予
定
）

取
組
の
推
進

令
和
8
年
度

ま
で
に
決
定

効
果
等
を
検

証
の
上
で
決

定

令
和
8
年
度

ま
で
に
決
定

suzukic
フリーテキスト
２－９



北
海
道
労
働
局

最
終
更
新
日
：
令
和
3
年
9
月
6
日

企
業
・
事
業
場
名
称

所
在
地

公
表
日

違
反
法
条

事
案
概
要

そ
の
他
参
考
事
項

幸
洋
土
建
(
株
)

北
海
道

札
幌
市
北
区

R
2
.
9
.
2
4
労
働
安
全
衛
生
法
第
2
0
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
1
5
7
条

掘
削
作
業
を
行
う
際
に
、
ド
ラ
グ
・
シ
ョ
ベ

ル
の
転
落
等
を
防
止
す
る
た
め
の
誘
導
者
を

配
置
し
て
い
な
か
っ
た
も
の

R
2
.
9
.
2
4
送
検

(
株
)
岡
田
ト
ラ
ク
タ
ー

北
海
道
河
東
郡

音
更
町

R
2
.
1
0
.
1
2
労
働
安
全
衛
生
法
第
2
1
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
5
1
8
条

ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ヤ
ー
の
高
さ
約
4
.
8
ｍ
の
箇

所
で
、
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
な
く
労
働
者

に
作
業
を
行
わ
せ
た
も
の

R
2
.
1
0
.
1
2
送
検

(
株
)
木
村

兵
庫
県
高
砂
市

R
3
.
1
.
1
3
労
働
安
全
衛
生
法
第
6
1
条

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
2
0
条

無
資
格
の
労
働
者
２
名
に
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

の
運
転
業
務
を
さ
せ
た
も
の

R
3
.
1
.
1
3
送
検

(
有
)
ラ
ヂ
エ
ー
タ
ー
田
中

北
海
道
名
寄
市

R
3
.
1
.
1
3
労
働
安
全
衛
生
法
第
2
0
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
3
2
8
条
の
２

タ
イ
ヤ
の
空
気
の
充
て
ん
作
業
を
行
わ
せ
る

際
に
、
破
裂
し
た
タ
イ
ヤ
等
の
飛
来
を
防
止

す
る
た
め
の
器
具
を
使
用
さ
せ
て
い
な
か
っ

た
も
の

R
3
.
1
.
1
3
送
検

兼
松
運
輸
(
株
)

北
海
道
旭
川
市

R
3
.
1
.
1
9
労
働
安
全
衛
生
法
第
2
0
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
1
5
1
条
の
６

貨
物
自
動
車
に
よ
る
荷
下
ろ
し
作
業
を
行
う

際
に
、
誘
導
者
を
配
置
し
て
い
な
か
っ
た
も

の
R
3
.
1
.
1
9
送
検

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
　
Ｉ
Ｎ
Ｎ
Ｏ
Ｖ
Ａ
Ｔ

Ｉ
Ｏ
Ｎ
(
株
)

北
海
道

札
幌
市
中
央
区

R
3
.
1
.
2
0
最
低
賃
金
法
第
４
条

労
働
者
３
名
に
、
１
か
月
分
の
定
期
賃
金
約

4
3
万
円
を
支
払
わ
な
か
っ
た
も
の

R
3
.
1
.
2
0
送
検

吉
田
西
豊
建
設
(
株
)

神
奈
川
県
横
浜
市

港
区

R
3
.
1
.
1
3
労
働
安
全
衛
生
法
第
2
0
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
1
5
1
条
の
７

貨
物
自
動
車
で
運
搬
作
業
を
行
う
に
当
た

り
、
走
行
範
囲
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
た

も
の

R
3
.
1
.
1
3
送
検

(
有
)
ヤ
マ
チ
ュ
ウ
食
品

北
海
道
函
館
市

R
3
.
2
.
1
労
働
安
全
衛
生
法
第
1
0
0
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
9
7
条

４
日
以
上
の
休
業
を
要
す
る
労
働
災
害
が
発

生
し
た
の
に
、
遅
滞
な
く
労
働
者
死
傷
病
報

告
を
提
出
し
な
か
っ
た
も
の

R
3
.
2
.
1
送
検

(
有
)
高
橋
機
設
工
業

北
海
道

札
幌
市
東
区

R
3
.
2
.
3
労
働
安
全
衛
生
法
第
1
0
0
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
9
7
条

４
日
以
上
の
休
業
を
要
す
る
労
働
災
害
に
つ

い
て
、
虚
偽
の
内
容
を
記
載
し
た
労
働
者
死

傷
病
報
告
を
提
出
し
た
も
の

R
3
.
2
.
3
送
検

労
働
基
準
関
係
法
令
違
反
に
係
る
公
表
事
案

nasum
フリーテキスト
２－１０



北
海
道
労
働
局

最
終
更
新
日
：
令
和
3
年
9
月
6
日

企
業
・
事
業
場
名
称

所
在
地

公
表
日

違
反
法
条

事
案
概
要

そ
の
他
参
考
事
項

（
株
）
北
の
た
ま
ゆ
ら

北
海
道

札
幌
市
西
区

R
3
.
3
.
1
労
働
安
全
衛
生
法
第
2
1
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
5
1
9
条

高
さ
約
５
メ
ー
ト
ル
の
開
口
部
に
手
す
り
等

を
設
け
る
こ
と
な
く
労
働
者
に
作
業
を
行
わ

せ
た
も
の

R
3
.
3
.
1
送
検

北
海
食
品
（
株
）

北
海
道
釧
路
市

R
3
.
3
.
2
労
働
安
全
衛
生
法
第
6
1
条

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
2
0
条

無
資
格
の
労
働
者
に
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
運

転
業
務
を
さ
せ
た
も
の

R
3
.
3
.
2
送
検

ス
ミ
セ
キ
コ
ン
テ
ッ
ク
（
株
）
北
海
道

札
幌
市
中
央
区

R
3
.
3
.
3
労
働
安
全
衛
生
法
第
1
0
0
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
9
7
条

４
日
以
上
の
休
業
を
要
す
る
労
働
災
害
に
つ

い
て
、
虚
偽
の
内
容
を
記
載
し
た
労
働
者
死

傷
病
報
告
を
提
出
し
た
も
の

R
3
.
3
.
3
送
検

藤
川
電
設
工
業
（
株
）

北
海
道
旭
川
市

R
3
.
3
.
1
7
労
働
安
全
衛
生
法
第
1
0
0
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
9
7
条

４
日
以
上
の
休
業
を
要
す
る
労
働
災
害
に
つ

い
て
、
虚
偽
の
内
容
を
記
載
し
た
労
働
者
死

傷
病
報
告
を
提
出
し
た
も
の

R
3
.
3
.
1
7
送
検

渡
辺
組
（
有
）

北
海
道
野
付
郡

別
海
町

R
3
.
3
.
2
2
労
働
安
全
衛
生
法
第
1
0
0
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
9
7
条

４
日
以
上
の
休
業
を
要
す
る
労
働
災
害
が
発

生
し
た
の
に
、
遅
滞
な
く
労
働
者
死
傷
病
報

告
を
提
出
し
な
か
っ
た
も
の

R
3
.
3
.
2
2
送
検

江
本
木
材
産
業
（
株
）

北
海
道
紋
別
郡

滝
上
町

R
3
.
3
.
2
3
労
働
安
全
衛
生
法
第
2
1
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
4
7
8
条

伐
木
作
業
を
行
う
に
際
し
、
速
や
か
に
か
か

り
木
の
処
理
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の

R
3
.
3
.
2
3
送
検

（
有
）
ナ
カ
サ
カ
運
輸

北
海
道
苫
小
牧
市

R
3
.
6
.
1
5
労
働
基
準
法
第
3
2
条

労
働
者
１
名
に
、
有
効
な
3
6
協
定
の
締
結
・

届
出
な
く
違
法
な
時
間
外
労
働
を
行
わ
せ
た

も
の

R
3
.
6
.
1
5
送
検

（
株
）
桃
花
舎

北
海
道
帯
広
市

R
3
.
6
.
1
7
最
低
賃
金
法
第
4
条

労
働
者
1
名
に
、
1
か
月
分
の
定
期
賃
金
約
1
7

万
円
を
支
払
わ
な
か
っ
た
も
の

R
3
.
6
.
1
7
送
検

（
株
）
桃
花
舎
エ
ス
テ
ー
ト

北
海
道
帯
広
市

R
3
.
6
.
1
7
最
低
賃
金
法
第
4
条

労
働
者
1
名
に
、
1
か
月
分
の
定
期
賃
金
約
2
3

万
円
を
支
払
わ
な
か
っ
た
も
の

R
3
.
6
.
1
7
送
検



 

 

 厚生労働省北海道労働局発表 

令和３年７月７日 
 

担 
 

当 

厚生労働省 北海道労働局労働基準部監督課 

    課     長 上田 敦郎 

    主任監察監督官 那須 眞人 

    電話 011-709-2311（内線 3541）  

報道関係者各位 

1,334件の申告事案に対応 

～令和２年申告事案の概要について～ 
 

 北海道労働局（局長 上田
う え だ

 国士
く に お

）管下の17労働基準監督署・支署では、労働者から申

告（労働者が事業場における労働基準関係法令違反に関する事実を労働基準監督署に通告

すること。）が行われた場合、労働基準監督官が臨検監督等を行い、違反事実の有無を確

認しています。 

違反が認められた場合には、事業主にその是正を指導しています。 

 この度、令和２年１月から令和２年12月までの申告事案の概要について取りまとめまし

たので公表します。 

 申告件数は、1,334件と前年よりも306件減少しています。また、賃金不払が申告事項の

約７割を占め、これに解雇を加えると約９割を占めています。 

 北海道労働局では、引き続き、労働者の置かれた状況に配慮の上、懇切・丁寧な対応に

努め、迅速・的確に監督指導を実施してまいります。また、法違反を繰り返すなどの悪質

な事業主については、送検手続をとるなど厳正に対処します。 

令和２年申告事案概要（資料参照） 

１ 申告処理件数 

        1,334件（対前年比 -306件 -18.7％） 

２ 申告事項別件数（上位２項目、重複あり） 

 ①賃金不払：定期賃金が支払われない、残業代が支払われないなど 

         971件（対前年比 -220件 -18.5％） 

 ②解雇：法定の解雇予告、または解雇予告手当の支払がされずに解雇されたなど 

         195件（対前年比 –３件 -1.5％） 

３ 業種別件数（上位４業種） 

 ①接客娯楽業  213件（対前年比 -92件 -30.2％） 

②建設業    211件（対前年比  -68件 -24.4％） 

③商業     203件（対前年比 -65件 -24.3％） 

 ④保健衛生業  192件（対前年比 -23件  -10.7％） 

厚生労働省 

北海道労働局 Press Release 
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厚生労働省北海道労働局発表 

令 和 ３ 年 ８ 月 3 0 日 
 

担 
 

当 

厚生労働省 北海道労働局労働基準部監督課 

    課     長 上田 敦郎 

    主任監察監督官 那須 眞人 

    電話 011-709-2311（内線 3541）  

 報道関係者各位 

 

長時間労働が疑われる事業場に対する 

令和２年度の監督指導結果を公表します 
 

 厚生労働省では、このたび、令和２年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督

署が実施した、監督指導の結果を取りまとめましたので、公表します。 

 この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり 80 時間を超えていると

考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場

を対象としています。 

 対象となった 1,081 事業場のうち、422 事業場（39.0％）で違法な時間外労働を確認したため、

是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に１か月当たり 80 時間を超える時間

外・休日労働が認められた事業場は、172 事業場（違法な時間外労働があったもののうち 40.8％）

でした。 

厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重

労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。 

 

【令和２年４月から令和３年３月までの監督指導結果のポイント】 

⑴ 監督指導の実施事業場：                            1,081事業場   
⑵ 主な違反内容［(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］  

①  違法な時間外労働があったもの：           422 事業場 （39.0％）  
   うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が 

月 80 時間を超えるもの：          172 事業場（40.8％） 
うち、月 100 時間を超えるもの：       118 事業場（28.0％） 

うち、月 150 時間を超えるもの：         24 事業場（ 5.7％） 
うち、月 200 時間を超えるもの：        6 事業場（ 1.4％）  

②  賃金不払残業があったもの：          84事業場（ 7.8％） 
 

③  過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの：    156事業場（14.4％） 
 
⑶ 主な健康障害防止に関する指導の状況［(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］  

①  過重労働による健康障害防止措置が 

不十分なため改善を指導したもの：         509事業場（47.1％） 
 

② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの：       153事業場 （14.2％） 

 

厚生労働省 

北海道労働局 Press Release 
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労働基準監督官行動規範

（基本的使命）

1. 私たち労働基準監督機関は、労働条件の最低基準を定める労働基準法や労働安全

衛生法等の労働基準関係法令（以下、法令という。）に基づき、働く方の労働条件の確

保・改善を図ることで、社会・経済を発展させ、国民の皆さまに貢献することを目指しま

す。

（法令のわかりやすい説明）

2. 労働基準監督官（以下、監督官という。）は、事業主の方や働く方に、法令の趣旨や内

容を十分に理解していただけるよう、できる限りわかりやすい説明に努めます。

（事業主の方による自主的改善の促進）

3. 監督官は、法令違反があった場合は、違反の内容や是正の必要性を丁寧に説明する

ことにより、事業主の方による自主的な改善を促します。また、法令違反の是正に取り

組む事業主の方の希望に応じ、きめ細やかな情報提供や具体的な取組方法について

のアドバイスなどの支援に努めます。

（公平・公正かつ斉一的な対応）

4. 監督官は、事業主の方や働く方の御事情を正確に把握し、かつ、これを的確に考慮し

つつ、法令に基づく職務を公平・公正かつ斉一的に遂行します。

（中小企業等の事情に配慮した対応）

5. 監督官は、中小企業等の事業主の方に対しては、その法令に関する知識や労務管理

体制の状況を十分に把握、理解しつつ、きめ細やかな相談・支援を通じた法令の趣旨・

内容の理解の促進等に努めます。また、中小企業等に法令違反があった場合には、そ

の労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて、事業

主の方による自主的な改善を促します。

（別添）
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こ
の
表
を
労
働
者
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
下
さ
い
。（
最
低
賃
金
法
第
八
条
） 

「みんなチェック！ 最低賃金。」 

北海道の最低賃金 
  地域別最低賃金 

  特定最低賃金 
最低賃金の件名 最低賃金額（円） 特定最低賃金の適用が除外される者 

処 理 牛 乳 ・ 乳 飲 料 、 
乳 製 品 、 糖 類 製 造 業 

時間額 

９２２ 
３．１２．４発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後３月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事 

する者 
４ 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務 

に主として従事する者 

鉄 鋼 業 
 
※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄

鋼業」を除く 

時間額 
９７９ 

３．１２．１発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事

する者 
４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 

電子部品・デバイス・電子

回路、電気機械器具、情報

通 信 機 械 器 具 製 造 業 
 

※「発電用・送電用・配電用電気機械器

具製造業」、「産業用電気機械器具製造

業」、「電球・電気照明器具製造業」及び

「医療用計測器製造業（心電計製造業を

除く。）」を除く 

時間額 
 

９２４ 

３．１２．２発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事

する者 
４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 
５ 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給

若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、

ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務（これら

の業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。）に主と

して従事する者 
６ 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な

小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、か

しめ、バリ取りの業務（これらの業務のうち、流れ作業の

中で行う業務は除く。）に主として従事する者 

船 舶 製 造 ・ 修 理 業 、 

船 体 ブ ロ ッ ク 製 造 業 
 
※「木造船製造・修理業」及び「木製漁

船製造・修理業」を除く 

時間額 

９１７ 

３．１２．１０発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 
２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 
３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事

する者 
４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 

  ●最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入 

されません。 

   ●最低賃金は、会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべて人に適用されます。 

   ●二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。 

   ●派遣労働者は、派遣先の地域（産業）に適用される最低賃金が適用されます。 

   ●中小企業・小規模事業者のみなさまへの支援策を行っております。 

・賃金引上げを支援する「業務改善助成金」は北海道労働局 雇用環境・均等部企画課（011-788-7874）までお気軽にご相談下さい。 

・賃金引上げにお悩みの方は「北海道働き方改革推進支援センター」（0800-919-1073）までお気軽にご相談下さい。（相談無料） 

労働災害に健康保険は使えません。受診は労災保険で‼ 
    
   ・ 最低賃金又は労働保険についての詳しいことは、北海道労働局（電話 011-709-2311）又は最寄りの労働基準監督署（支署）へお問い合わせ下さい。 
   ・ 北海道労働局ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/ 

 

  厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署（支署） 

最低賃金の件名 最低賃金額（円） 適用労働者等の範囲 

北海道最低賃金 
 時間額 

         ８８９ 

          ３．１０．１発効 

北海道内の事業場で働くすべての労働者及びその 
使用者に適用されます。 

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/
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